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(57)【要約】
【課題】ユニット式カーテンウォールにおいても任意の
高さに任意の数の外装材を取付けることが可能となり、
もって意匠性や日照遮蔽機能等の省エネルギー効果を高
めることが可能となるカーテンウォールの外装材の取付
け構造を提供する。
【解決手段】カーテンウォール３の縦枠３ａ，３ｂに、
外装材取付け用の係合溝３ｉ，３ｊを長手方向に形成す
る。ブラケット１５，１６に係合溝３ｉ，３ｊに係合さ
せる結合部１５ａ，１６ａを設けると共に、室外側に縦
方向に形成されたタッピング溝１５ａ，１５ｂおよび１
６ａ，１６ｂを設ける。ブラケット１５，１６の係合部
１５ａ，１５ｂを係合溝３ｉ，３ｊに係合させ、固定具
１７，１８によってブラケット１５，１６を縦枠３ａ，
３ｂに固定する。ブラケットのタッピング溝１５ａ，１
５ｂおよび１６ａ，１６ｂに螺合するタッピングねじ１
９，２０により、外装材１３をブラケット１５，１６に
固定する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユニット式カーテンウォールの外壁に庇、フィンまたはカバーとしての外装材を取付け
る構造において、
　カーテンウォールの縦枠に、外装材取付け用のブラケットを係合させる係合溝を長手方
向に形成し、
　前記ブラケットの室内側端部に設けた取付け部を、前記縦枠の前記係合溝に取付け高さ
調整可能に係合させて固定具によって固定することにより、前記ブラケットの一部を前記
外壁から室外側に突出させ、
　前記ブラケットにおける前記外壁より外側に突出した部分に前記外装材を取付けたこと
を特徴とするカーテンウォールの外装材の取付け構造。
【請求項２】
　請求項１に記載のカーテンウォールの外装材の取付け構造において、
　前記ブラケットは押出形材でなり、前記外壁より突出した部分に縦方向にタッピング溝
を有し、
　前記タッピング溝の上下端を切欠いて前記ブラケットにおけるタッピング溝形成部の上
下の板幅より前記タッピング溝の上下幅を短く形成し、
　前記外装材の上板部および下板部の端部で前記タッピング溝を挟むと共に、前記端部を
前記ブラケットの板面に当接させ、かつ前記端部を、前記上板部と前記下板部の少なくと
もいずれか一方に設けた貫通孔を通して前記タッピング溝に螺入するねじにより固定した
ことを特徴とするカーテンウォールの外装材の取付け構造。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ビルの外壁を構成するユニット式カーテンウォールの外面に庇、フィンある
いはカバー等の外装材を取付ける構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ビルの外壁には、日照を遮蔽あるいは制限するための目的を持って庇を取付けたり、意
匠上の目的を持って庇より突出幅が短いフィンを取付けたり、横線や縦線を強調するため
にカバーと称される意匠部材を外装材として取付ける場合がある。庇を取付ける構造とし
て、現地で組み立てるノックダウン方式のカーテンウォールにおいて、特許文献１には、
方立の一部をガラスパネルより室外側に突出させ、その突出部に縦方向に連続する溝を設
け、その溝に庇取付け用のボルトの頭部を上下動可能に嵌合し、そのボルトの軸側を室外
側に突出させ、その突出したボルトの軸部に庇の縦板部に設けたボルト挿通孔を嵌め、ボ
ルトに螺合するナットにより庇の縦板部を方立の室外側に固定した構造が開示されている
。この従来構造においては、庇の取付け位置を上下方向に調整することが可能である。
【０００３】
　一方、ノックダウン方式のカーテンウォールではなく、ユニット式カーテンウォールは
、工場においてカーテンウォールを予め組み立てておき、施工の段階でカーテンウォール
をビルの外壁部に吊り込んで躯体に取付ける施工工程をとるものであり、これにより、現
場施工の工程、工期を短縮することができ、施工が容易になるというメリットがある。こ
のようなユニット式カーテンウォールにおいては、従来、図１１に示す庇、フィンあるい
はカバーの取付け構造が採用されてきた。
【０００４】
　図１１において、３ｅはカーテンウォール３を構成する横枠であり、この横枠３ｅはユ
ニットとして構成されるカーテンウォール３の中間に設置されるものであり、３ｆはこの
横枠３ｅより上方に組み込まれた１重のガラスパネル、３ｇは横枠３ｅの上方に組み込ま
れた耐火ボード、３ｈは横枠３ｅより下方に組み込まれた２重のガラスパネルである。５
１，５２はそれぞれガラスパネル３ｆ，３ｈを横枠３ｅに取付けるために横枠３ｅに組み
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付けられた押縁である。５０はカーテンウォール３の外面に取付けられる庇である。
【０００５】
　この庇５０を取付けるため、従来は押縁５１，５２に庇５０の取付け部５１ａ，５２ａ
を設け、庇５０の室内側に設けた係合部５０ａ，５０ｂをこれらの取付け部５１ａ，５２
ａに係止させると共に、不図示のタッピングねじにより庇５０を押縁５１，５２に固定し
て取付ける構造を有していた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】実公昭６２－３７８８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、前述した特許文献１に記載の庇の取付け構造は、ビルの躯体を構成する
方立を室外側に露出させてその露出部に庇を取付けるノックダウン方式であるため、方立
の室外に露出面が少ないユニット式カーテンウォールには適用できない。
【０００８】
　一方、図１１に示す従来構造においては、横枠３ｅに組み付ける押縁５１，５２に庇５
０を取付けるための取付け部５１ａ，５２ａを設けて庇５０を取付ける構造であるため、
横枠３ｅを設ける箇所にしか庇５０等の外装材を設けることができず、より好ましい位置
に外装材を設けたり、１つのカーテンウォール３の異なる高さの複数箇所に外装材を取付
けて意匠性や日照遮蔽機能等を高めるという要求に応えることができないという問題点が
ある。
【０００９】
　本発明は、上記問題点に鑑み、ユニット式カーテンウォールにおいても任意の高さに任
意の数の外装材を取付けることが可能となり、もって意匠性や日照遮蔽機能等の省エネル
ギー効果を高めることが可能となるカーテンウォールの外装材の取付け構造を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　請求項１のカーテンウォールの外装材の取付け構造は、
　ユニット式カーテンウォールの外壁に庇、フィンまたはカバーとしての外装材を取付け
る構造において、
　カーテンウォールの縦枠に、外装材取付け用のブラケットを係合させる係合溝を長手方
向に形成し、
　前記ブラケットの室内側端部に設けた取付け部を、前記縦枠の前記係合溝に取付け高さ
調整可能に係合させて固定具によって固定することにより、前記ブラケットの一部を前記
外壁から室外側に突出させ、
　前記ブラケットにおける前記外壁より外側に突出した部分に前記外装材を取付けたこと
を特徴とする。
【００１１】
　請求項２のカーテンウォールの外装材の取付け構造は、請求項１に記載のカーテンウォ
ールの外装材の取付け構造において、
　前記ブラケットは押出形材でなり、前記外壁より突出した部分に縦方向にタッピング溝
を有し、
　前記タッピング溝の上下端を切欠いて前記ブラケットにおけるタッピング溝形成部の上
下の板幅より前記タッピング溝の上下幅を短く形成し、
　前記外装材の上板部および下板部の端部で前記タッピング溝を挟むと共に、前記端部を
前記ブラケットの板面に当接させ、かつ前記端部を、前記上板部と前記下板部の少なくと
もいずれか一方に設けた貫通孔を通して前記タッピング溝に螺入するねじにより固定した
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ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１の発明によれば、カーテンウォールの縦枠に外装材取付け用ブラケットの係合
溝を設け、この係合溝にブラケットを上下方向の位置変更可能にブラケットを係合させ、
固定具によりブラケットを縦枠に固定するように構成したので、外装材の取付け位置がカ
ーテンウォールの横枠の部位に限定されることなく、横枠の無い箇所にも取付け可能とな
る。このため、個々のビルにとって省エネ上好ましい位置、あるいは意匠上優れた位置に
外装材を施工することができる。また、外装材の取付け部位が横枠の設置個所に限定され
ないため、１つのカーテンウォールの縦枠に対して上下に間隔を有して複数の外装材を取
付けることが可能となり、省エネ効果を高めたり、意匠性を高めた外観のカーテンウォー
ルを提供することが可能となる。
【００１３】
　請求項２の発明によれば、ブラケットのタッピング溝の上下端を切欠き、外装材の上板
部、下板部の端部をブラケットの板面に突き合わせて外装材をブラケットに取付けるよう
にしたので、外装材のねじ挿通孔とタッピング溝との位置合わせが容易となり、外装材の
取付け作業が容易となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の外装材の取付け構造を適用したカーテンウォールの一例を示すビルの部
分正面図である。
【図２】図１のＥ－Ｅ断面図である。
【図３】本発明のカーテンウォールの外装材の取付け構造の一実施の形態を示す図１のＦ
－Ｆ拡大断面図である。
【図４】図３の要部拡大断面図である。
【図５】図４の一部拡大断面図である。
【図６】（Ａ）は本実施の形態のブラケットの平面図、（Ｂ）はブラケットの正面図、（
Ｃ）は（Ｂ）の部分拡大図である。
【図７】（Ａ）は本実施の形態の庇の構造を示す縦断面図、（Ｂ）はその端部におけるブ
ラケットとの結合構造を示す縦断面図である。
【図８】本実施の形態の外装材の取付け構造を、庇の突き合わせ部における片側の庇を分
解して示す斜視図である。
【図９】本実施の形態の外装材の取付け構造を、庇の突き合わせ部における片側のみにつ
いて示す斜視図である。
【図１０】本実施の形態において、異なる厚さの庇を取付けた状態を示す側面図である。
【図１１】従来の外装材の取付け構造を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１は本発明の外装材の取付け構造を適用したカーテンウォールの一例を示すビルの部
分正面図、図２は図１のＥ－Ｅ断面図である。図１、図２において、３はビルの外面に設
置されて外壁を構成するカーテンウォールであり、ユニット式に構成されるものである。
【００１６】
　本実施の形態のカーテンウォール３は、押出形材でなる左右の縦枠３ａ，３ｂとの間に
、押出形材でなる上枠３ｃと下枠３ｄおよび中間の横枠３ｅとをタッピングねじ４（図３
参照）により結合して枠組みし、左右の縦枠３ａ，３ｂと上枠３ｃと中間の横枠３ｅとの
間に１重のガラスパネル３ｆと耐火ボード３ｇとを組み込み、左右の縦枠３ａ，３ｂと中
間の横枠３ｅと下枠３ｄの間に２重構造のガラスパネル３ｈを組み込んで構成される。
【００１７】
　図２において、５は躯体を構成する鋼材でなる梁、１は梁５により支持された鉄筋コン
クリート製の床材である。２は床材１または梁５等の躯体に不図示のボルト、ナットまた
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は溶接により固定されたベースプレート、６は縦枠３ａ，３ｂとベースプレート２との間
に設けられたカーテンウォールの取付け装置である。
【００１８】
　図３は本発明のカーテンウォールの外装材の取付け構造の一実施の形態を示す図１のＦ
－Ｆ拡大断面図、図４は図３の要部拡大断面図、図５は図４の一部拡大断面図である。図
３に示すように、カーテンウォール３を躯体に取付ける装置６は、ベースプレート２に固
定されたファスナー６ａと、隣接するカーテンウォールの縦枠３ａ，３ｂにそれぞれ取付
けられ、ファスナー６ａに組み付けるブラケット６ｂとからなる。
【００１９】
　図４において、８，９はそれぞれ縦枠３ａ，３ｂに組み付けられたガラスパネル３ｆ取
付け用の室内側、室外側押縁である。１０は室内側押縁８とガラスパネル３ｆとの間の隙
間を封止する湿式シール材、１１はこの湿式シール材１０の室内側への漏れを防止する内
部スペーサ、１２は室外側押縁９とガラスパネル３ｆとの間を封止する乾式シール材であ
る。１３は庇、１５，１６は庇１３の両端を縦枠３ａ，３ｂに取付けるためのブラケット
であり、押出形材でなるものである。
【００２０】
　図５は図４の部分拡大断面図、図６（Ａ）はブラケット１５，１６を示す平面図、同（
Ｂ）はその各正面図、同（Ｃ）は図６（Ｂ）の部分拡大正面図である。図５に示すように
、縦枠３ａ，３ｂには、ブラケット１５，１６をそれぞれ縦枠３ａ，３ｂに取付けるため
の係合溝３ｉ，３ｊを形成する。また。縦枠３ａ，３ｂにおける係合溝３ｉ，３ｊの近傍
には、後述のねじまたはボルトからなるねじ式固定具１７，１８を螺合するねじ孔３ｋ，
３ｍを設ける。
【００２１】
　ブラケット１５，１６の構造は、図６（Ａ）、（Ｂ）に示すように、その各基部に、係
合溝３ｉに上下位置調整可能に係合させるための係合部１５ａ，１６ａを形成すると共に
、固定具１７，１８を挿通する貫通孔１５ｂ，１６ｂを設ける。また、ブラケット１５，
１６のガラスパネルより室外側に突出した部分の形状は、図７（Ａ）の縦断面図に示す庇
１３の端面形状に等しく形成する。
【００２２】
　また、図６（Ｂ）に示すように、ブラケット１５，１６の一方の板面には、縦溝として
のタッピング溝１５ｃ，１５ｄおよび１６ｃ，１６ｄを形成する。そして図６（Ｃ）に示
すように、これらのタッピング溝１５ｃ，１５ｄの上下端をΔＨに示す長さにわたって切
除する。この切除部分の長さΔＨは、図７（Ａ）に示す庇１３の縦断面図の上板部１３ａ
や下板部１３ｂの厚さと等しくする。
【００２３】
　図５に示すように、ブラケット１５，１６は、その基部に設けた結合部１５ａ，１６ａ
をそれぞれ縦枠３ａ，３ｂの係合溝３ｉ、３ｊに係合させ、ブラケット１５，１６に設け
た貫通孔１５ｂ，１６ｂに固定具１７，１８を通して縦枠３ａ，３ｂに設けたねじ孔３ｋ
，３ｍに螺合することにより、ブラケット１５，１６を縦枠３ａ，３ｂに固定する。
【００２４】
　図８、図９はブラケット１５，１６に庇１３の両端を取付ける構造を示す斜視図である
。図８、図９に示すように、庇１３のブラケット１５，１６への固定は、庇１３の下板部
１３ｂに設けた貫通孔１３ｃ，１３ｄにタッピングねじ１９，１９または２０，２０を挿
通して図４に示すようにタッピングねじ１９，１９または２０，２０をブラケット１５，
１６のタッピング溝１５ｃ，１５ｄまたは１６ｃ，１６ｄに螺入してブラケット１５，１
６に庇１３の両端を固定する。
【００２５】
　このように庇１３をブラケット１５，１６に取付ける際、図７（Ｂ）にブラケット１５
について代表して示すように、庇１３の端部を、ブラケット１５の板面に当てると共に、
庇１３の上板部１３ａと下板部１３ｂでタッピング溝１５ｃ，１５ｄを挟む。このような
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設けた貫通孔１３ｃ，１３ｄの中心にタッピング溝１５ｃ，１５ｄの中心が合致するよう
に構成しているので、タッピングねじ１９による庇１３のブラケット１５への取付けが容
易に行なえる。ブラケット１６についても同様である。
【００２６】
　このような構成とすれば、本実施の形態で示すように、横枠３ｅの部分に庇１３を取付
ける構造に限定されず、図２に２点鎖線１３Ｘで示すように、横枠３ｅより下の部分に取
付けることや、２点鎖線１３Ｙに示すように、横枠３ｅと上枠３ｃとの間に庇１３を取付
けることも可能となる。このため、個々のビルにとって省エネ上好ましい位置、あるいは
意匠上優れた位置に庇１３を施工することができる。
【００２７】
　また、庇１３の取付け部位が横枠３ｃ，３ｄ，３ｅの設置個所に限定されないため、１
つのカーテンウォール３の縦枠３ａ，３ｂに対して上下に間隔を有して複数の庇１３を取
付けることが可能となり、省エネ効果を高めたり、意匠性を高めた外観のカーテンウォー
ルを提供することが可能となる。
【００２８】
　また、従来構造の場合、庇の縦幅は横枠の上下幅の制限を受けるので、サイズの異なる
庇の取付けは困難となるが、本発明の構造によれば、ブラケット１５，１６の縦幅の制限
が解消されるため、図１０に示すように、前述した庇１３，１３Ｘの縦幅Ｈ１より広い縦
幅Ｈ２の庇１３Ｙを、広幅のブラケット１６Ｙを用いて取付けることも可能となり、庇の
適用範囲が拡大される。
【００２９】
　なお、上記実施の形態においては、下板部１３ｂに貫通孔１３ｃ，１３ｄを設けてタッ
ピングねじ１９，２０によりブラケット１５，１６に庇１３を固定する構造としたが、上
板部１３ａに貫通孔を設けてその貫通孔を用いて庇１３をブラケット１５，１６に固定す
る構造としたり、上板部１３ａと下板部１３ｂの両者に貫通孔を設けてタッピングねじ１
９，２０により固定する構造としてもよい。また、庇１３は複数枚のカーテンウォール３
にまたがる横幅としてもよい。
【００３０】
　以上本発明を実施の形態を庇により説明したが、本発明は庇の代わりにフィンやカバー
を施工する場合にも適用可能である。また、本発明を実施する場合、本発明の要旨を逸脱
しない範囲において、構成部材やその組み合わせについて、種々の変更、付加が可能であ
る。
【符号の説明】
【００３１】
１：床材、３：カーテンウォール、３ａ，３ｂ：縦枠、３ｃ：上枠、３ｄ：下枠、３ｅ：
横枠、３ｆ，３ｈ：ガラスパネル、３ｇ：耐火ボード、３ｉ，３ｊ：係合溝、３ｋ，３ｍ
：ねじ孔、４：タッピングねじ、５：床材、６：カーテンウォールの取付け装置、８，９
：押縁、１３：庇（外装材）、１３ｉ，１３ｊ：係合溝、１５，１６：ブラケット、１５
ａ，１６ａ：係合部、１５ｂ，１６ｂ：貫通孔、１５ｃ，１５ｄ，１６ｃ，１６ｄ：タッ
ピング溝、１７，１８：固定具、１９，２０：タッピングねじ
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